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消費生活センター

病院に支払う医療費
一部負担金の減免制度
　災害や失業などの特別な事由により、
収入が著しく減少するなど、一定の条
件に該当する国民健康保険世帯は、申
請により医療費の一部負担金の減額・
免除・徴収猶予を受けられます。
　くわしくは、市ホームページを確認
してください。
保険年金課国民健康保険班（☎62-53
31）

イオンタウン旭で
火災予防啓発活動を実施
　住宅用火災警報器の設置義務や、住
宅用火災警報器設置助成金制度を広く
知ってもらうための広報活動を実施し
ます。
日時／８月27日（土）　午前10時～午
後１時　※荒天中止。
場所／イオンタウン旭駐車場
内容／住宅用火災警報器などのチラシ
や風船配布と消防車両の展示。おひさ
まテラスでの消防コーナー。
消防本部予防課（☎63-5356）

令和４年度
危険物取扱者保安講習会
一連の 確かな所作で 無災害
期日／10月５日（水）
場所／香取市佐原文化会館
申込期間／８月22日（月）～26日（金）
申し込み方法／消防本部、消防署、海
上・飯岡・干潟分署か、千葉県危険物
安全協会連合会ホームページ（http://
www.ckianren.server-shared.com）
にある受講申請書に必要事項を記入
し、消防本部に申し込んでください。
※オンライン講習は、千葉県危険物安
全協会連合会のホームページで確認
してください。
消防本部予防課（☎63-5356）

第17回あさひのまつり
中止します
　10月16日（日）に予定していた第17
回あさひのまつりは、新型コロナウイ
ルス感染症の影響と、参加者の健康
面・安全面を第一に考え、中止となり
ました。
生涯学習課文化振興班（☎85-8628）

働くことに悩みを抱えている若者へ
相談会を開催
　本人や家族だけで解決することが難
しい、仕事に関する不安を解消し、就
労に向かえるよう無料の相談会を開催
します。
日時／８月26日（金）　午前10時～午
後３時　※要事前予約。
場所／あさひ市民センター２階小会議
室
対象／15歳から50歳未満の自立に悩
む無職の人、またはその家族
費用／無料

ちば北総地域若者サポートステー
ション（☎0476-24-7880）

ワクチン接種コールセンター
受付日の変更
　新型コロナウイルスワクチン接種
コールセンター受付日を９月から変更
します。
受付日／月～土曜日　午前９時～午後
５時
健康づくり課庶務企画班（☎63-883
1）

　日常生活上のトラブルに事業者が対応する「暮らしの
レスキューサービスなど」の契約で、高額な作業代金を
請求されたとの相談が増加しています。

【事例】
◦自宅のトイレが突然詰まり、慌ててネットで業者を検
索した。広告の料金表示に「580円～」と記載があるの
を見つけ、高くても１万円はしないだろうと思い電話
した。１時間くらいして業者が訪れ、圧力ポンプをか
けたが直らず、次にワイヤーで作業すると説明された。
１ｍ単価が２万円と聞いて驚き、あまりに高額なので、
再度、圧力ポンプで作業をしてほしいと伝えたが、こ
れ以上圧力をかけられないと断られたので仕方なく了
解した。最終的に10万円以上の請求を受け、即日の
支払いを要求された。
◦業者から無料点検だと勧誘された後に「このまま詰ま
りを放置すると大変なことになる」などと不安をあお
られ高額な作業の契約を迫られた。
◦依頼していない場所まで勝手に洗浄され、作業が終
わってからその分の費用も請求された。

アドバイス
◦作業内容や請求額に納得ができない場合は、後日、納
得した金額を払う意思を伝え、その場での支払いは

きっぱり断りましょう。
◦料金を支払った後でも、見積もり依頼のために呼んだ
業者とその場で契約をしたときや、広告などの表示額
と実際の請求額に大きな差があるときは、特定商取引
法の訪問販売によるクーリング・オフができる場合が
あります。
◦ラバーカップ（排水管などの詰まりを解消するもの）を
常備し、住宅メーカーや地元業者の連絡先などを身近
に用意しておきましょう。
◦業者とトラブルになったときは、消費者ホットダイヤ
ル（☎188）や消費生活センターへ相談してください。
旭市消費生活センター（☎63-7272）・相談直通電話
（☎62-8019）

トイレ修理での高額請求に注意してください。
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